Ｐ令和８年度

坂出市民発‼にぎわい創出事業募集要項
～新たなにぎわいを創出する事業を募集します～
１．概要　
　本市の魅力をアピールし，集客力が高まるような事業やにぎわいを創出する効果が高いと認められるイベント事業を公募し，書類選考および審査会において認められた事業を支援します。

２．募集する事業
・新たなにぎわいを創る事業，または既存事業を拡大・発展させる事業
・地域の課題を踏まえ，これらの解決と地域の活性化を目的としている事業
・継続的な開催（一定の事業収入が見込める仕組みを備えるもの）が可能な事業
※新たな事業を始める上での足がかりとして支援するものでありますので，継続して実施，申請されている事業はお断りする場合があります。

＜対象とならない事業＞
・営利，宗教的，政治的な事項を目的とする事業
・坂出市外で開催される事業
・参加者を特定の個人または団体のみに限定している事業
・坂出市から他の補助金等の給付を受けている事業
・年度内に完了しない事業







３．応募資格
　応募できるのは，次の条件を全て満たす市民団体です。
(1) 団体の構成員が５人以上であること。
(2) 団体運営に関する規約，会則等を定めていること。
(3) 適切な会計処理が行われていること。
(4) 営利または政治活動，宗教布教等を目的として活動する団体でないこと。
(5) 集団的にまたは常習的に暴力的不法行為を行うことを助長するおそれがある組織の関係者であると認められるものが参画または関与している団体でないこと。
(6) 社会通念上，公序良俗に反する団体でないこと。

４．補助金額
１事業につき３０万円を上限額（補助率１／２）とします。同一事業に交付する場合は，連続する３箇年までとし，以下の補助金額とします。
	区分
	補助限度額

	１年目
	３０万円

	２年目
	２０万円

	３年目
	１０万円



５．補助対象経費
　①会場等設営費・・・ステージ設営経費，音響設備・器具等のリース費用，会場借上げ費，駐車場借り上げ費，資材（安価なものに限る）の購入費など
　②催事開催費・・・・講師・出演者の謝礼・旅費・食費，司会・オペレータ等の日当，音響照明機材のリース料，警備委託料，光熱水費，燃料費，消耗品費，イベント当日の傷害保険料など
（スタッフの食費は対象外とするが，開催日当日の拘束時間等により必要最小限の食費については要相談。）
　③宣伝費・・・・・・チラシ・ポスターの印刷費，ポスターデザイン料など
（新聞・雑誌等の広告費，ホームページ等の作成費は対象外）
　④その他，市が必要と認める経費（個別の相談となります。）

　＜補助対象とならない経費＞
・人件費(団体の構成員の人件費)
・会議や親睦・懇親のための飲食代
・備品の購入費（パソコン，カメラ，プリンター，音響設備，照明設備等，汎用
性の極めて高い備品）
・団体の運営に要する経費
６．審査
①一次審査
　書類審査により，応募要件に合致した団体，事業内容であるかを審査します。
　令和８年１月末までに，一次審査の結果をお伝えします。
②二次審査
　市民などが委員となった坂出市にぎわい創出事業審査会（以下「審査会」という）において，事業の採択・不採択を審査します。
・審査会にて，企画の発表（プレゼンテーション）をしていただきます。
・参加申請書の事業計画書とは別に，プレゼンテーション用の資料等を準備してください。
・二次審査（審査会）は令和８年２月頃に行います。

７．応募手続き
　・所定の申請用紙に必要事項をご記入の上，産業観光課（合同庁舎４階）へ提出してください。
　・窓口で企画内容等についてお尋ねすることがありますので，事業の内容を理解している方がお越しください。
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＜提出書類＞
　①にぎわい創出事業参加申請書
　②申請事業の計画書および収支予算書
　団体の規約または会則等（様式は任意）
　団体名簿（様式は任意）
　総会資料・会議録等（団体の年間行事，決算がわかるもの）

＜参加申請書受付期間＞
　令和７年１０月３１日（金）から　令和７年１２月１２日（金）１６：００まで


８．事業実施・報告
　・事業実施にあたっては，令和８年４月以降に，別途，坂出市補助金交付申請，着手届，完了届等関係書類を提出していただきます。
　・事業完了後，速やかに所定の報告書の提出をしていただきます。

９．留意事項
　・事業は，令和８年４月１日から令和９年３月３１日の間で開催し，支払い等も完了してください。
・令和８年度一般会計当初予算案が坂出市議会において議決されることを前提としたものであり，当該予算が成立しなかった場合は，補助の中止あるいは補助金額を変更します。この場合の損失は，一切補償しません。


＜問い合わせ先＞
坂出市産業観光課
坂出市室町二丁目３番５号
TEL：（０８７７）４４－５１０３　　FAX：（０８７７）４４－４５８５
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